
 89 

 

番 号 ３―４―１ 

項 目 名 受益者負担の適正化 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ①受益者負担適正化の検討 

担当部署 

○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実施時期 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

実施内容 

予算編成時において、合併
後の受益者負担見直し状況を
確認した。 

現行の各種負担金につい
て、適正化を図るため受益者
が負担すべきものと行政負担
が必要なものの判別を行っ
た。 
これにより受益者負担の見
直しが必要と考えられるもの
については、今後、実施年度
を設定し、即時、又は段階的
に適正化を図ることとした。 
 

 引き続き、各種負担金の適
正化に向け、施設利用時の利
用料免除等が適正なものであ
るか、受益者が負担すべきも
のか、行政負担が必要なもか
等の判別を行った。 
  

各種負担金の適正化に向
け、施設利用時の利用料免除
等が適正なものであるか、受
益者が負担すべきものか、行
政負担が必要なもか等の判別
を行う。 
 

 

効果等 

 特記事項無し。 
 

平成１９年度当初予算編成
に向けて、放課後児童クラブ
利用料の見直しなどを検討し
たところであるが、実施には
至っていない。 
又、体育館等の公共施設の
利用に当たっての受益者負担
については、電気料の負担見
直しなどを行うこととし、平
成１９年度予算に反映した。 

林業センタ－の使用料、許
可手数料の一部を見直し、平
成２０年度の予算に反映し
た。 
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番 号 ３―４―１ 

項 目 名 受益者負担の適正化 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ②保育料の見直し 

担当部署 

    ●        
１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 

実施時期 
  ○ ○ ★ 

実施内容 

  国としても少子化対策として
の子育て支援の取り組みを重要
視され、又、少子化の著しい本町
にあっては、町財政の厳しい状況
下ではあるが、保育料の負担増
は、子育て支援に逆行するという
一面があのも事実である。 
従って、保育料の見直しは、負
担軽減に向けた可能性も模索し
ながら検討を進めていく必要が
あり、当面改定は行わないことと
した。 

国も少子化対策として、子
育て支援の取組みが重要視さ
れるなか、また少子化の著し
い本町にあっては、保育料の
負担増は子育て支援に逆行す
るものであり、町財政の厳し
い中であるが、保育料の見直
しは、負担軽減に向けた検討
をすべきと考える。 

 

効果等 
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番 号 ３―４―１ 

項 目 名 受益者負担の適正化 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ③公営住宅家賃の見直し 

担当部署 

   ●         
１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 

実施時期 
 ○ ★   

実施内容 

  町営住宅の家賃決定についての法令等の調

査及び他団体の状況調査を行った。 

①公営住宅 

 公営住宅法、同施行規則、同施行令及び町条

例に基づいて決められており引き上げ困難。但

し、町規則規定の利便性係数改正により可能だ

が、改築等の変化がないと無理。 

②特定優良賃貸住宅 

 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法

律、同施行令、同施行規則には家賃の上限が定

めてありその範囲で事業者が家賃決定。町条例

では家賃変更条件として、「物価変動」「賃貸住

宅相互の均衡」「改良」があるが該当しない。 

③若者定住住宅 

 町が家賃決定。町の定住施策との整合 

性が必要。 

 ①及び②は、引上げは出来ない。但し、 

今後建設される公営住宅の利便性係数の 

決定にあたっては一定基準を設ける必要 

がある。③は、定住推進という目的から 

して引上げは好ましくない。近隣市町村 

との家賃比較別紙参照。 

 公営住宅の利便性係数設定
要綱を制定した。平成１９年
度以降建設される住宅の家賃
決定に適用する。 
  
 
 
   検討終了 

  

効果等 

   家賃決定を客観的な基準で
行うことができる。 
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番 号 ３―４―１ 

項 目 名 受益者負担の適正化 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ④ごみ手数料の見直し 

担当部署 

   ●         

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実施時期 

★     

実施内容 

従来は、可燃袋のみ有料で
不燃袋は無料で配布していた
が、平成１７年度当初より不
燃ごみ指定袋４種類を有料と
した。 
指定袋4種類各一枚５０円 

    

効果等 

 今後増高が見込まれるごみ
処理費の一部を受益者負担と
することにより一定の財政的
効果があった。 
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番 号 ３―４―１ 

項 目 名 受益者負担の適正化 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ⑤水道関係使用料の見直し 

担当部署 

          ●  
１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 

実施時期 
○ ○ ○ ★  

実施内容 

 平成１７年度は、合併に向
けた事務のすり合わせの中
で、両町村の実情に合わせた
使用料の統合を行った。 
又、簡易水道、下水道、農
業集落排水の使用料について
は、合併協定項目の中で、合
併後３年以内に見直しを行う
という確認がなされている。 

 平成１９年度に、水道関係
使用料の見直しを行う計画
で、平成１８年度はその準備
を行った。 
 尚、見直しに要する経費と
して、平成１９年度当初予算
において水道料金審議会開催
に要する委員報酬及び費用弁
償を措置した。 

平成１９年度公営企業経営健全
化計画の策定作業と併せ、水道関
係使用料の見直し案の策定を行
い、水道料金審議会に諮問した。
１１月の答申を受け、１２月議会に
水道使用料の改定議案を提出し可
決された。経緯は以下のとおり、 
８月 見直し案の策定 
９～１０月 水道料金審議会に諮

問、審議（３回） 
１１月 水道料金審議会の答申 
１２月 議会への提案、可決 

（３月１日施行） 
水道使用料の改定については、
町広報や２月の住民説明会開催に
よって、住民に周知徹底を図った。 

水道使用料の見直しで、料
金体系を確立し、使用料の適
正化を図るとともに安定した
事業経営に向けた基盤づくり
を行った。簡易水道料金の改
定を平成２０年３月１日から
施行して、新料金での運営を
行う。 

 

効果等 

 
 
 
 
 
 
 

 合併時の暫定水道使用料を見
直すことで、料金の適正化を図
り長期的に安定した事業運営を
行うため、経営健全化の方向づ
けを行った。 
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番 号 ３―４―２ 

項 目 名 公有財産の有効活用 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ①公有財産の有効活用の検討 

担当部署 

○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実施時期 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

実施内容 

 以下の点について対処し
た。 
・旧歯科診療所の土地・建物
の譲渡 
・普通財産土地の貸付（六日
市・七日市地区） 
・町民集会所（みろく温泉）
の廃止 

普通財産の未利用地、用途
廃止された未利用施設や行政
財産についても利用頻度の極
度に少ない施設等について
は、廃止や売却などの処分も
含め、公有財産の有効利用に
ついて検討した。 
特に今年度は、以下の点に
ついて対処した。 
・ゆらら前土地・倉庫の譲渡
及び解体処分 
・真田地区山林の譲渡 
・六日市学園寮敷地の利用用
途の再検討 
・吉賀高校教員寮敷地の建物
譲与（地区集会所用途利用） 
 

譲渡を受けた旧六日市学園
寮の利用について検討。サン
エムに貸付しアパ－ト利用と
することとした。 
 
 

 平成２１年３月末で指定管
理期間が満了する施設と併
せ、施設の有効利用について
所管課と調整を行なう。 

 

効果等 

建物の修繕等維持管理経費
の削減と未利用地の解消が図
られた。 
 
 
 
 

 公有財産の有効活用を図る
ことが出来た。 

公有財産の有効活用を図るこ
とが出来た。 
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番 号 ３―４―３ 

項 目 名 町税等の徴収率の向上 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ①徴収率目標数値の設定 

担当部署 

 ○  ○ ○ ●     ○  
１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 

実施時期 
 ★ ★ ★ ★ 

実施内容 

 数値目標については、徴収
方法及び徴収体制について整
理、検証し実態に即した徴収
可能な数値目標を設定するこ
ととし、下記のとおり各課に
おける平成１８年度の目標数
値を設定した。 
・過年度分 
税務課  ２３.４％ 
保健福祉課１４.５％ 
水道課  ３０.０％ 
町民課  ３０.０％ 

・現年度分 
税務課  ９８.３％ 
保健福祉課９７.９％ 
水道課  ９８.１％ 
町民課  ９８.０％ 
算出資料は別紙参照。 

 数値目標については、平成
１８年度の実績を考慮し、下
記のとおり設定した。 
 
 
 
 
・過年度分 
税務課  ２３.９％ 
保健福祉課１４.５％ 
水道課  ３５.０％ 
町民課  ３０.０％ 

・現年度分 
税務課  ９８.０％ 
保健福祉課９７.５％ 
水道課  ９８.１％ 
町民課  ９８.３％ 

 

数値目標については、平成
１９年度の実績等を考慮し、
下記のとおり設定した。 
・過年度分 
税務課  ２４.０％ 
保健福祉課１４.５％ 
水道課  ３５.０％ 
町民課  ３０.０％ 

・現年度分 
税務課  ９８.１％ 
保健福祉課９７.５％ 
水道課  ９８.１％ 
町民課  ９８.３％ 

 

効果等 

 
 
 
 
 
 

現況に即した内容で、当該
年度分の目標数値を設定する
ことが出来た。 

現況に即した内容で、当該
年度分の目標数値を設定する
ことが出来た。 

現況に即した内容で、当該
年度分の目標数値を設定し
た。 

 

 

【実施時期の変更】 
 変更前 
  平成１８年度 ○ 
  平成２０年度 空欄 
  平成２１年度 空欄 
 変更後 
  平成１８年度 ★ 
  平成２０年度 ★ 
  平成２１年度 ★ 
毎年度、その都度目標数値
設定をするため。 
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番 号 ３―４―３ 

項 目 名 町税等の徴収率の向上 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ②目標数値に向けた収納強化 

担当部署 

   ○ ○ ●     ○  
１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 

実施時期 
 ◎ ◎ ◎ ◎ 

実施内容 

 平成１８年度においては、
検討委員会を引き続き開催
し、平成１７年度の決算数値
を基に、税及び公課の滞納者
数、滞納金額を精査し徴収体
制、徴収計画、滞納整理の方
法等について検討を行い各課
において収納状況を把握しつ
つ課題を確認し、さらなる収
納強化を図ることとした。 

 滞納処分については、その
方法等を改めることにより収
納強化を図ることとした。 
又、町としての方針を明確
にすることにより、各課の処
分を均衡の取れたものとする
よう検討会を開催した。 

不納欠損処分については、
処分の根拠を明確にし処分を
検討する。税の延滞金につい
ては法令に準じて徴収する統
一した取り扱いをすることが
課題となっており検討する。 
 

 

効果等 

 
 
 
 
 
 
 

検討委員会の継続開催によ
り連携強化を図りながら、目
標数値に向けて収納強化を図
ることが出来た。 

各課の連携を図りながら均
衡の取れた処分にも配慮する
問題提起がなされた。 

 不納欠損処分については、
内部基準を整備し実施する。 

 

 

【実施時期の変更】 
変更前 
  平成１８年度 空欄 
変更後   
平成１８年度 ◎ 
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番 号 ３―４―３ 

項 目 名 町税等の徴収率の向上 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 
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納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ③滞納整理の検討実施 

担当部署 

   ○ ○ ●     ○  
１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 

実施時期 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

-実施内容 

 平成１７年度は、合併に向
けた事務事業統合のため徴収
に係る事務が手薄となった。 
 合併後については、徴収率
を上げなければならないとい
う共通の認識から関係各課に
よる検討委員会を設置し、財
政が逼迫する中で財源確保に
向けて徴収に積極的に取り組
むことを確認した。 
 島根県の行う併任辞令制度
の活用により、滞納処分の実
地研修に平成１９年度から参
加し滞納整理を実施すること
を確認している。滞納処分の
詳細な部分については今後の
課題である。 

 平成１７年度の決算による
数値を基に各費目毎の滞納者
数、滞納金額を精査し検討委
員会を開催した。この会議で
検討した結果、滞納分（過年
度分）の徴収目標数値を設定
し、各課収納強化を図ること
とした。 
又、自力執行権行使に向け
た相互併任辞令制度の利用に
ついても検討を重ねた。 

 町税務職員の徴収技術向上
と町税の徴収率向上を図り、
県と町の協力体制構築を目的
とする相互併任辞令制度を活
用することにより、滞納整理
を行いながら滞納者数及び滞
納金額を減少させることとし
た。 
 尚、相互併任辞令制度派遣
職員数は１名とし、平成１９
年１０月１日から１２月３１
日までの３ヶ月間、西部県民
センターでの研修を行った。 

 徴税職員の徴収技術の向上
を図るために、各課の連携を
密にし、協力体制を構築し、
今後の滞納処分を検討する。 

 

効果等 

 滞納整理に対する全庁的な
共通認識を持ちながら、検討
組織を立ち上げることができ
た。 
 又、研修の見通しについて
も確認ができた。 
 

徴収目標数値を設定し、各
課収納強化を図ることが出来
た。 
又、相互併任辞令制度の具
体化が図られた。 
 

 県と町の協力体制のもと、
相互併任辞令制度の具体的な
実施により、徴収技術が向上
した。 

 徴収率の向上を図る。  
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番 号 ３―４―４ 

項 目 名 新規収入源の検討 

議
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業 
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設 
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実施項目 ①既存税率（超過税率）の検討 

担当部署 

    ○ ●       
１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 

実施時期 
 ○ ○ ○ ○ 

実施内容 

  超過税率の検討に関して
は、多くの市町村が標準税率
を採用している現状におい
て、当町においては他の財源
確保策を含めた財政健全化の
取り組み総体の中での位置づ
け等を考慮しながら極めて慎
重に検討を加えることとし
た。 
 尚、現時点で一部の施設に
ついて免税扱いとなっている
入湯税については、公平性・
公正性に加え、新たな財源確
保の観点からも今後引き続き
検討することとした。既に、
今年度の中期財政計画上で
は、おり込み済み。 

入湯税については、現時点
で課税免除となっている「む
いかいち温泉ゆ・ら・ら」及
び「吉賀町老人福祉センター」
の２施設についても平成２０
年４月１日から課税すること
とし、併せて税率も以下のと
おり改正することとした。 
・宿泊する者 
１人１泊につき１５０円 

・宿泊しない者 
１人１日につき ５０円 
又、平成２０年度から納期
前納付報償金の交付率を百分
の１から百分の０．５に改正
することとした。 
尚、これらの改正により入
湯税で約６００万円、納期前
納付報償金で約５００万円、
合計で約１，１００万円程度
を効果額として試算。 

 引き続き検討する。  

効果等 

 
 
 
 

 入湯税の増収となる見込み
である。 
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番 号 ３―４―４ 

項 目 名 新規収入源の検討 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 
教

育 

実施項目 ②公共施設利用料の検討 

担当部署 

  ● ○     ○   ○ 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実施時期 

○ ○ ○ ○ ○ 

実施内容 

 新たに受益者負担（施設利
用料）を求めるべき施設の有
無について検討した。 
 

 教育委員会所管の町民体育
館及び基幹集落センター使用
料金についての検討を行っ
た。 
 

 教育委員会所管の林業セン
ター使用料金について改定し
た。 
 

新たに受益者負担（施設利
用料）を求めるべき施設の有
無について検討する。 

 

効果等 
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番 号 ３―４―４ 

項 目 名 新規収入源の検討 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 
教

育 

実施項目 ③受益者負担適正化の検討（再掲） 

担当部署 

○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実施時期 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

実施内容 

予算編成時において、合併
後の受益者負担見直し状況を
確認した。 

現行の各種負担金につい
て、適正化を図るため受益者
が負担すべきものと行政負担
が必要なものの判別を行っ
た。 
これにより受益者負担の見
直しが必要と考えられるもの
については、今後、実施年度
を設定し、即時、又は段階的
に適正化を図ることとした。 
 

 引き続き、各種負担金の適
正化に向け、施設利用時の利
用料免除等が適正なものであ
るか、受益者が負担すべきも
のか、行政負担が必要なもか
等の判別を行った。 
  

各種負担金の適正化に向
け、施設利用時の利用料免除
等が適正なものであるか、受
益者が負担すべきものか、行
政負担が必要なもか等の判別
を行う。 
 

 

効果等 

 特記事項無し。 
 

平成１９年度当初予算編成
に向けて、放課後児童クラブ
利用料の見直しなどを検討し
たところであるが、実施には
至っていない。 
又、体育館等の公共施設の
利用に当たっての受益者負担
については、電気料の負担見
直しなどを行うこととし、平
成１９年度予算に反映した。 

林業センタ－の使用料、許
可手数料の一部を見直し、平
成２０年度の予算に反映し
た。 
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番 号 ３―４―５ 

項 目 名 行財政運営のスリム化 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ①総合的な見直しによる行財政運営のスリム化 

担当部署 

○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実施時期 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

実施内容 

 平成１７年１０月１日合併以
後、直ちに行財政改革に向けた事
務に着手し、総合的な見直しを行
うための準備を以下のとおり行
った。 
・行財政改革推進本部の設置（１
１月）と定例開催 
・行政改革推進委員会の設置（１
２月）と定例開催 
・行財政改革大綱と行財政改革集
中改革プランの策定公表（１
月・３月） 
・町議会への現況報告 
・広報、ホームページへの掲載、
全戸配布、説明会開催等による
住民への公表 

 実質、平成１８年度から
が行財政改革集中改革プラ
ンの実行段階であり、以下
のとおり基本方針に基づく
進行管理を行った。 
・担当部署の明確化による
行財政改革推進本部の定
例開催（毎月１回） 
・行政改革推進委員会の定
例開催（年間３回） 
・議会報告及び広報掲載に
よ 
 る住民に対しての情報公
開の実施（各々年間１回） 
・毎年度の計画見直し（ロ
ーリング）実施とプラン
に対する柔軟対応 

 基本方針に基づく進行管理
を行い、行財政改革集中改革
プランの実施効果が最大限あ
らわれるよう以下の点に取り
組んだ。。 
 
・担当部署の明確化による行
財政改革推進本部の定例開
催（毎月１回） 
・行政改革推進委員会の定例
開催（年間３回） 
・議会報告及び広報掲載によ 
 る住民に対しての情報公開
の実施（各々年間１回） 
・毎年度の計画見直し（ロー
リング）実施とプランに対
する柔軟対応 
 

引き続き、基本方針に基づ
く進行管理を行い、行財政改
革集中改革プランの実施効果
が最大限あらわれるよう以下
の点に取り組む。 
 
・政改革推進本部の定例開催
（毎月１回） 
・行政改革推進委員会の定例
開催（年間３回） 
・議会報告及び広報掲載によ 
 る住民に対しての情報公開
の実施（各々年間１回） 
・毎年度の計画見直し（ロー
リング）実施とプランに対
する柔軟対応 
 

 

効果等 

 行財政改革に向けた庁内組織
と第三者的組織を立ち上げ、年度
内での行財政改革大綱と行財政
改革集中改革プランの策定公表
に全精力を傾注してきた。今後の
取り組みの基盤を整備すること
が出来た。 

 実行段階の初年度であっ
たが、機関会議等の定例化
とプランの進行管理定着化
を図ることが出来た。 

 機関会議等の定例化とプラ
ンの進行管理定着化を図るこ
とが出来た。 

引き続き機関会議等の定例
化とプランの進行管理定着化
を図りながら、最大限の実施
効果をあげる。 
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番 号 ３―４―６ 

項 目 名 予算システムの改革 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ①予算編成方式の検討 

担当部署 

 ●           

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実施時期 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

実施内容 

 翌年度の当初予算編成に係
る事務の軽減を目指していた
が、新町の暫定予算及び本格
予算の調製等により、検討す
る時間的余裕がなかった。 
又、合併後の調整において
補助金交付金制度再編にかな
りの時間を要したため、結果
として当初予算編成について
は、予想以上の時間を要する
こととなった。 

 平成１９年度当初予算編成
方式については、従来の原課
積み上げ方式から経常経費の
一部について各課に枠配分す
る方式に改める内容で検討
し、１０月２３日予算編成方
針を策定した。そして、１１
月１日職員説明会を実施した
後、要求及び編成事務に着手
した。別紙参照。 
 又、行政評価制度の平成２
０・２１年度試行、平成２２
年度本格導入を視野に入れな
がら、原課が自主的に優先順
位の決定や事業の見直しがで
きるような効率的なシステム
についても検討を進めていく
こととした。 

 平成１９年度当初予算編成
事務から採用した一部経常経
費の各課枠配分方式につい
て、内容精査を行いながら、
平成２０年度当初予算編成方
針を平成１９年１０月２５日
策定した。そして、１１月１
５日職員説明会を実施した
後、要求及び編成事務に着手
した。別紙参照。 
 又、原課の自主的な優先順
位決定や事業見直しができる
効率的なシステムについて
は、行政評価制度の平成２０
年度試行、平成２１年度本格
導入を視野に入れて庁内検討
組織（行財政改革推進本部会
議）での検討に着手した。 

２年間実施してきた枠配分
方式については概ね定着して
きた。平成２１年度予算編成
に向けて、枠配分方式の継続
について検討する。 
また、「行政評価制度」、「事
務事業調整」の導入に併せ、
予算編成期の事務負担軽減に
向けた検討を行う。 

 

効果等 

 実質的に予算編成方式につ
いての検討が出来ていなかっ
たため、効果は上がっていな
い。 
 
 

 予算編成の枠配分方式への移行
により、原課への裁量権付与や効
率的な要求・編成事務を行うこと
が出来た。又、簡素にして効率的
な行財政運営を定着化させる基盤
が出来た。 

 予算編成における各課枠配
分方式のより一層の拡充を図
り、原課への裁量権付与や効
率的な要求・編成事務を行な
った。 
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番 号 ３―４―６ 

項 目 名 予算システムの改革 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ②行政評価制度との連動 

担当部署 

 ● ○          
１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 

実施時期 
   ○ ○ 

実施内容 

    これまで、事業内容の判断
は予算編成期に行ってきた。
このため、予算編成期の事務
負担が大きくなり、期間も長
期となっていた。 
この解消のため、事業内容
については平成２０年度から
試行する行政評価制度や事務
事業調整の中で判断し、その
内容を予算編成に連動できる
システムの構築に向けた検討
を行う。 

 

効果等 
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番 号 ３―４―６ 

項 目 名 予算システムの改革 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ③バランスシートの作成・公表 

担当部署 

 ●           

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実施時期 

○ ○ ○ ★ ★ 

実施内容 

旧柿木村分の平成１２年度
から平成１６年度分の資料収
集を行い、バランスシートを
作成した。 
 

旧柿木村分と旧六日市町分
とを合算し、平成１７年度の
バランスシートを作成した。 

 平成１７年度バランスシ－
トの公表を広報で行った。 
 また、県町村会や島根県が
共催で実施している財務４表
の作成実務研修会に参加し
た。平成１９年度は９回の研
修会が実施された。 
  

平成１８年度・１９年度の
バランスシ－トの公表を広報
等で行う。 
また、県町村会や島根県が
共催で実施している財務４表
の作成実務研修会に参加す
る。平成２０年度に実施する
研修会においては連結ベース
での４表作成に向けた内容と
なることから、公営企業会計
担当者等についても参加を要
請する。年間開催計画は、９
回の予定。 
 

 

効果等 

 
 
 
 
 
 
 

    

 

 



 105 

番 号 ３―４―６ 

項 目 名 予算システムの改革 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ④コスト計算書の作成・公表 

担当部署 

 ●           
１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 

実施時期 
○ ○ ○ ★ ★ 

実施内容 

 取り組み無し。 バランスシートの作成と併
せて、旧柿木村分の平成１２
年度から平成１６年度のコス
ト計算書を作成した。 
 

 平成１７年度バランスシ－
トの公表を広報で行った。 
又、県町村会や島根県など
が共催で実施している財務４
表の作成実務研修会に参加し
ている。平成１９年度は９回
の研修会が開催された。 
 財務４表を作成するにあた
っては売却可能資産の洗い出
し等関係部門との調整が必要
となり、平成２０年度の公表
に向けて取り組みを続けてい
る。 
 
 
 
 
 

吉賀町財政健全化指針に基
づき、外郭団体を含めたわか
りやすい財政情報の公表に努
める。 
 

 

効果等 

 
 
 
 
 
 
 

 平成１７年度のバランス－
シ－トの公表については、特
段の反応はなかった。今後財
政健全化指標が示される中重
要性は高いと考えられる。 
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番 号 ３―４―７ 

項 目 名 財政指標の改善 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ①（仮称）財政健全化指針の策定 

担当部署 

 ●           

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実施時期 

○ ○ ★   

実施内容 

 平成１７年１０月１日の合
併に伴い新町としての当面の
財政状況を把握するために、
新町建設計画財政計画をベー
スとした平成１８年度から平
成２７年度までの向こう１０
年間の中期財政計画を策定し
た。 
 尚、この中期財政計画期間
の初旬において起債制限比率
の上昇が懸念されるため、平
成１７年度において、約１億
５０００万円の繰上償還を行
い、指標の抑制を図った。 
 

 平成１９年度の（仮称）財
政健全化指針の策定に向けた
準備を以下のとおり行った。 
・先行事例の調査等（島根県
及び同規模自治体） 
・指針の構成（骨子）の検討 
 尚、指針の構成（骨子）に
ついては、国県の現状分析、
健全化の基本的な考え方、方
策、改善効果などについての
内容とした。別紙参照。 
又、経常収支比率や起債制
限比率などの具体的な財政指
標についても明記することを
前提とした。 
さらに、実質公債費比率１
８.０％超過に伴う公債費負
担適正化計画についても策定
した。 

 平成１８年度作成した骨子に基づき
以下の策定手順により（仮称）財政健
全化指針を１０月１９日策定した。(別
紙参照) 
・総務課担当による原案作成（８月） 
・行財政改革推進本部会議への提案、
協議（９～１０月） 

・行財政改革推進本部会議での確認（１
０月） 
尚、策定に際しては、国の再生法制、 

とりわけ早期是正措置対象として設定
される予定の実質赤字比率、連結実質
赤字比率、実質公債費比率、将来負担
比率の４つの指標にも注視したが、策
定時期に具体的対象数値が設定されな
かったため、実質公債費比率以外の数
値については未記載とした。 
指針内容については、１２月１１日
町議会全員協議会で報告説明するとと
もに、町広報紙及び町ＨＰでも公表し
た。 

  

効果等 

 
 
 
 

  財政運営の方針とその実現に向けて
の具体的な取組内容を明示し、健全化
のための基盤を確立することが出来
た。 
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番 号 ３―４―７ 

項 目 名 財政指標の改善 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ②指針による財政指標の改善 

担当部署 

 ●           
１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 

実施時期 
  ★ ★ ★ 

実施内容 

   平成１９年１０月１９日策
定した吉賀町財政健全化指針
の中で、法律によって公表が
義務付けられる４つの財政指
標の適正化に向けた改善策を
組み込んだ。 
 この指針に沿って新年度予
算編成方針を樹立し、１１月
１５日職員説明会を開催して
新年度予算の編成にあたっ
た。 

指針の推進項目に基づき、
財政指標の改善に向けた具体
的な検討をおこなう。 
 特に、前年度決算を元に算
定される財政４指標の数値は
重視する必要がある。 

 

効果等 

 
 
 
 
 
 
 

  指針に沿った新年度予算を
樹立でき、財政指標の改善に
向けた足がかりが出来た。 
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番 号 ３―４―７ 

項 目 名 財政指標の改善 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ③地方公営企業中期経営計画の策定・公表 

担当部署 

 ○         ●  
１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 

実施時期 
★     

実施内容 

 地方公営企業中期経営計画
は、町の集中改革プランにお
きかえることとし、平成１８
年３月２２日に策定した。 
 又、住民に対しての公表に 
ついては、町議会への現況報 
告を経て、広報、ホームペー
ジへの掲載、全戸配布、説明
会開催等の措置を講じた。 

    

効果等 

短期間での策定であり、結
果的に町の集中改革プランに
おきかえることとなったが、
今後の取り組みの基盤を整備
することが出来た。 
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番 号 ３―４―７ 

項 目 名 財政指標の改善 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ④計画による経営健全化の推進 

担当部署 

 ○         ●  
１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 

実施時期 
★ ★ ★ ★ ★ 

実施内容 

 集中改革プランにおきかえ
た地方公営企業中期経営計画
の策定が、年度末であったた
め、実質本年度での実績は無
い。 
 但し、後年度においては、
事務事業の再編整理・廃止・
統合、民間委託等の推進（指
定管理者制度の活用を含
む。）、定員管理及び給与の
適正化、経費削減の財政効果
などに重点をおいて実施す
る。 

 合併により本庁舎に水道課
分室、分庁舎に水道課本課を
配置していたが、本年度当初
において六日市地域振興室と
水道課分室を統合し、事務事
業の再編整理を行った。 
 又、年間通して旅費・需用
費などの経常経費の削減に努
めた。 
 

 平成１９年度公営企業経営
健全化計画を策定し、計画に
基づいた水道使用料の見直し
を行った。 
 又、年間通して旅費・需用
費などの経常経費の削減に努
めた。 
 

平成２０年度公営企業経営
健全化計画を策定し、滞納対
策の強化、経営健全化の推進
に向けて努力する。 
 又、年間通して経常経費の
削減に努める。 

 

効果等 

今後の取り組みの基盤を整
備することが出来た。 
 
 
 
 
 

 本庁舎水道課分室の六日市
地域振興室への統合により事
務事業の再編整理を行った。 
又、経常経費の削減に努め
た。 

 経常経費削減や計画に基づ
いた水道使用料の見直しを行
い、経営の健全化に向けた方
向性を確立することが出来
た。 
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番 号 ３―５―１ 

項 目 名 補助金の再構築 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ①補助金制度の見直し作業の実施 

担当部署 

○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実施時期 

★     

実施内容 

 合併協定項目に基づいた補
助金の見直しを行うため、庁
内検討組織として補助金・交
付金検討委員会を合併後、直
ちに立ち上げた。 
この委員会において「吉賀
町補助金見直し基準」を設け、
検討を行い、吉賀町行政改革
推進委員会での意見調整を経
て見直しを行った。 
見直しを行った補助金交付 
金制度は９９件であった。 
 

    

効果等 

 補助金・交付金の適正化及
び経費の節減を図った。 
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番 号 ３―５―１ 

項 目 名 補助金の再構築 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ②新たな補助金制度による運用 

担当部署 

○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実施時期 

 ★ ★ ★ ★ 

実施内容 

  平成１７年度で見直した
内容により、平成１８年度か
ら新たな補助金制度による運
用を開始した。補助金の交付
に際しては、関係機関団体か
ら交付申請書提出があった段
階で、直近開催の町行財政改
革推進本部会議で前年度実績
や当該年度事業計画及び予算
について検証し、適正な使途
が確認出来るものに限り交付
することとした。 
又、平成１９年度当初予算
査定に際しては、厳しい財政
事情を勘案し、さらにそれぞ
れの事業を精査の上、予算措
置した。 

平成１８年度に再編した新
たな補助金制度の運用方法に
ついて検討した。具体的には、
現行の吉賀町補助金等交付規
則に基づく補助金交付要綱を
本年度内に制定整備し、平成
２０年度当初からの適正な事
務執行に反映させることとし
た。（別紙参照） 
又、平成２１年度には、補
助金制度の再々編を行うこと
としており、平成２０年度に
は、その事務に早急に取り掛
かれるよう今年度内に内容に
ついて検討した。 

平成１８年度から実施
した新たな補助金制度が、
平成２０年度をもって終
了となる。本年度中に補助
金制度の再々編成を行い、
平成２１年度からは新基
準に基づく補助金制度と
するため、本年１１月末日
までに決定し、新年度予算
に反映させることとする。 
 
 

 

効果等 

 
 
 
 
 
 
 

 補助金・交付金の適正化及
び経費の節減を図ることが出
来た。 
平成１９年度当初予算で
は、約５２百万円・２１％減
の削減効果があった。（対平成
１８年度１２月補正予算額と
の比較） 

補助金・交付金事務の適正
化を図ることが出来た。 
又、平成２１年度の補助金
制度再々編事務に向けた諸準
備を行った。 

補助金・交付金の適正化
及び経費の節減を図る。 
又、平成２１年度の補助
金制度再々編事務に向け
た諸準備を行う。 
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番 号 ３―５―２ 

項 目 名 補助金の公表 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ①補助金の公表制度の検討 

担当部署 

○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実施時期 

  ○ ○ ○ 

実施内容 

  平成２０年度の補助金制度
の再々編事務に向けた諸準備
に併せ、補助金の公表制度に
ついても検討した。 

本年度補助金制度の再編を
行う。併せ補助金の公表につ
いても検討する。 

 

効果等 
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番 号 ３－６－１ 

項 目 名 コスト縮減の徹底と規制緩和等 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ①日常的なチェック機能強化 

担当部署 

○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実施時期 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

実施内容 

 合併に伴い決裁区分の変更
を行った。 
【変更例】 
確実なものについては、主
務課長専決事項としたもの
の、確実なものを除く金額が
５万円を超えるものについて
は、助役決裁を要することと
した。 

 予算主義の原則を徹底し、
安易な流用を規制するほか、
予算の執行においては各所管
において定期的に残高等の確
認を行うこととした。 
又、支出科目等が適正であ
るかについても決裁時のチェ
ックを確実に行うこととし
た。十分なチェック機能が働
かないと判断された場合は、
決裁区分の見直し等により機
能の確保に努めることとし
た。 
 尚、四半期ごとに各費目の
執行状況を確認するなど機能
強化に向けた新たな対策につ
いて今後検討することとし
た。 

 チェック機能は強化されて
きたところであるが、所管課
によって予算主義に対する理
解度のばらつきがあり、予算
要求時に理解度向上に向けた
取組を行った。 
また、必要に応じて財政担
当からの指導を行った。 

チェック機能は年々強化さ
れてきているが、予算主義に
対する更なる理解度向上や、
日常的なチェック機能強化に
向けた取組みを行う。 

 

効果等 

 チェック機能の向上が図ら
れた。 
 
 
 
 

 予算主義の徹底により、チ
ェック機能の向上が図られ
た。支出科目等についても決
裁時のチェック機能により適
正に処理された。 
 

 予算要求、起票段階でのチ
ェック機能の強化により、よ
り確実な処理に繋がった。 
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番 号 ３－６－１ 

項 目 名 コスト縮減の徹底と規制緩和等 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ②物件費の削減 

担当部署 

○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実施時期 

 ★ ★ ★ ★ 

実施内容 

  現在、各課で個別に見積
り・契約を行っている施設の
維持管理に係る契約（清掃、
リース、エレベーター保守、
浄化槽維持等）について、一
括して見積りを行う等の経費
節減について検討を行い、平
成１９年度予算編成時より実
施した。 
 又、消耗品をはじめとする
需用費等についても、各庁舎
毎に一括管理することで、在
庫の適正管理を行う体制を作
ることに配慮した。 

 本庁舎ほかの施設について
清掃業務、モップ・マットリ
－スを総務課で一括見積りす
るとともに、業務内容の精査
を実施した。 

 平成２０年度中に町有施設
の清掃、消防設備、清掃用品
の複数年での一括見積を検討
する。 

 

効果等 

 
 
 
 
 
 
 

 在庫の適正管理により、需
用費等の物件費の削減に繋が
った。 
 平成１９年度当初予算編成
方針に基づいて査定した結
果、約３４百万円・６．２％
減となった。（対平成１８年度
当初） 

 一括見積りによる効果額
は、８施設合計で年間１百万
円。（対平成１８年度当初） 
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番 号 ３－６－１ 

項 目 名 コスト縮減の徹底と規制緩和等 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ③許認可の手続き緩和の検討実施 

担当部署 

 ● ○ ○ ○    ○ ○ ○ ○ 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実施時期 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

実施内容 

取り組み無し。  行政手続法に基づく各種許
認可申請の審査基準や処理期
間、さらに受付時の統一的な
審査マニュアル作成について
検討した。 
 又、行政手続法についての
職員研修会を平成１９年１月
１０日（水）実施した。 
  

 各種業務が繁忙であったた
め、審査マニュアルの作成に
は至らなかった。 
 

 審査マニュアルの作成を行
う。 

 

効果等 

特記事項無し。 
 
 
 
 
 
 

 行政手続法の職員研修会実
施により、職員の知識向上を
図った。 
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番 号 ３－６－１ 

項 目 名 コスト縮減の徹底と規制緩和等 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ④選挙事務の再編 

担当部署 

 ●           
１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 

実施時期 
○ ○ ★   

実施内容 

合併後の設置選挙における
執行体制について課題点の把
握と今後の方針の検討を行っ
た。 

次年度以降の選挙執行に向
け、方針の検討を行った。具
体的には、投票所閉鎖時間の
繰上げや公営掲示場箇所数の
見直しなどについて検討し
た。 
・投票所閉鎖時間については、
１２箇所において１時間繰
上げ。（午後７時を６時に） 

・公営掲示場設置箇所につい
ては、原則１行政区１箇所
を原則に３４箇所減とし
て、１０月３～１９日・６
会場で、地区長・班長・自
治委員・公民館長（分館長）
を対象とした説明会を開
催。この内容で、県選挙管
理委員会と協議した結果、
２９箇所減となった。 
以上２点の改正により、平
成１９年４月８日の統一地方
選挙から執行。削減効果は、
１百万円。別紙参照。 

 平成１８年度の検討結果に
基づいて県選管と協議し、１
２投票所の１時間繰上げ閉鎖
と、公営掲示場の２９箇所削
減が決定した。 

そして、４月８日執行の島
根県知事及び島根県議会議員
選挙、及び７月２９日執行の
参議院議員選挙で実施した。 

  

効果等 
   双方で約１百万円の削減効

果があった。 
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番 号 ３－６－１ 

項 目 名 コスト縮減の徹底と規制緩和等 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ⑤スクールバス・巡回バスの再編 

担当部署 

  ○         ● 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実施時期 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

実施内容 

広域バス、六日市病院バス、
町内巡回バス、スクールバス
等の運行時刻を見直し調整を
図った。 
 

デマンドバスの運行を開始
し、それに伴って、スクール
バス（椛谷線、木部谷・大野
原線）の土曜便を廃止した。 
 
  
 

長期間に渡る夏休み等の休
校日の運行をデマンドバス対
応とすることで、経費節減が
可能か否かを検討した。 
公共交通機関の全くない地
域であるため、学校休業中の
スクールバス廃止にあたって
は、児童生徒への影響も検討
する必要があり、２０年度に
おいて休校日の利用状況を調
査することとした。 

学校の長期休業の内、夏休み
の運行をデマンドバスのみで
対応できるか引き続き検討す
る。 
 夏休み中の児童生徒のスク
ールバス利用状況の調査を行
う。 

 

効果等 

住民の利便性を向上させ、
併せてデマンド方式による効
果的な運行を行なうための準
備が整った。 
 
 
 

住民の利便性の向上とデマ
ンド方式による効果的な運行
を行った。 
 

 交通体系の見直しにより、
経費節減を図るための足がか
りが出来た。 
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番 号 ３―６―２ 

項 目 名 行政品質の向上 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ①総合的な取り組みによる行政品質の向上 

担当部署 

○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実施時期 

○ ○ ○ ○ ○ 

実施内容 

 合併協定項目によって確認
されていた補助金交付金制度
の再編事務を平成１７年度内
で行い、新たな補助金制度と
して平成１８年度からの運用
が可能となった。厳しい財政
状況を勘案してのものである
が、補助事業の目的・限度額・
終期などについて精査を行い
適正な事業執行の基盤とする
ことができた。 
 又、庁舎内会議室や公用車
の使用について一括管理する
情報共有システムを平成１７
年度内に運用開始し、事務の
効率化を図った。 
 

 事務の効率化や効果的な執
行を図るため、以下のことに
取り組んだ。 
・徹底した事務、施策の検証
を行うための行政評価制度
導入に向けた庁内組織の立
ち上げについての検討を開
始した。 
・全県ＷＡＮを利用した電子
申請による諸証明発行事務
を開始した。 
・サービスを提供する職員と
しての資質向上のため、接
遇研修を実施した。 
・指定管理者制度の導入によ
って公の施設の管理形態を
抜本的に見直した。 
 

 以下のことについて、取り
組みを行った。 
 
・事務事業の評価を行うため、
行政評価制度導入に向け、
行政評価プロジェクトチ－
ムを立ち上げた。平成２０
年度試行、平成２１年度か
らの導入とする。 
・業務案内板及び職員配置図
を設置して、住民の利便性
向上を図る。 
・窓口、日直業務マニュアル
を策定して、住民に対して
の質の高い対応と公平性を
確保する。 

 これまでの取り組みを継続
させると共に、改善を加えて
いく。 

 

効果等 
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番 号 ３―６―３ 

項 目 名 公正の確保と透明性の向上の推進 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ①業者格付け、発注基準、指名基準 

担当部署 

 ●           
１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 

実施時期 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

実施内容 

業者の格付については、島
根県の格付に準じて行った。 
指名基準は、入札参加者等
選定要領別表に対応した等級
に属するものから選定した。  
但し、災害関連は工期や県
工事等の関係から格付を上記
要領第３条第１項３により特
別に定めた。 
 

業者の格付については、島
根県の格付に準じて行った。 
指名基準は、入札参加者等
選定要領別表に対応した等級
に属するものから選定した。 
但し、水道工事にかかるも
のについては、今後参加資格
の確認を行い指名を行うこと
とした。 
 災害に係るものについて
は、前年度同様格付を巾広く
運用することとした。 
尚、予定価格の事前公表に
ついて本年度より施行した。 

 格付については島根県の格
付に準じて行った。 
指名基準は入札参加者等選
定要領別表に対応した等級に
属するものから選定した。た
だし水道工事にかかるものに
ついては、参加資格の確認を
行い指名を行った。 
災害にかかるものについて
は１７年度同様格付を巾広く
運用した。引続き予定価格の
事前公表について実施した。 
 一般競争入札の前段として
総合評価方式入札を施行し
た。本年は試行のため指名競
争とした。今後一定金額につ
いて総合評価方式入札とした
いが当面は年何件かを試行し
た上で一般競争入札を採用し
たい。 

格付については島根県の格
付に準ずる。 
指名基準は入札参加者等選
定要領別表に対応した等級に
属するものから選定する。但
し、水道工事にかかるものに
ついては、今後参加資格の確
認を行い指名を行うこととす
る。 
災害にかかるものについて
は１７年度同様格付を巾広く
運用する。引続き予定価格の
事前公表について実施する。 
本年も総合評価方式入札を
指名競争とし試行する。なお
総合評価方式入札による一般
競争の試行についても検討す
る。一般競争入札については
各課と協議の上実施の方向で
検討する。 

 

効果等 

幅広く町内業者の参入を図
り受注機会の拡大が出来た。 
 
 
 

公共工事の透明性、競争性 
の確保を図ることが出来た。 

総合評価方式は業者の技術
力を問うもので成果品の品質
の向上が図ることが出来た。 

幅広く町内業者の参入を図
り受注機会の拡大を図るとと
もに品質の向上を図る。 
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番 号 ３―６―３ 

項 目 名 公正の確保と透明性の向上の推進 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ②町長の資産等の公開 

担当部署 

 ●           

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実施時期 

★ ★ ★ ★ ★ 

実施内容 

政治倫理の確立のための吉
賀町長の資産等の公開に関す
る条例により町長の資産公開
を実施した。 
 
 
 

政治倫理の確立のための吉
賀町長の資産等の公開に関す
る条例により町長の資産公開
を実施した。 
 
 
 

政治倫理の確立のための吉
賀町長の資産等の公開に関す
る条例により町長の資産公開
を実施した。 
 

政治倫理の確立のための吉
賀町長の資産等の公開に関す
る条例により町長の資産公開
を実施する。 
 

 

効果等 

政治倫理の確立を図った。 
 
 
 
 
 
 

政治倫理の確立を図った。 
 
 
 
 
 
 

政治倫理の確立を図った。 
 

政治倫理の確立を図る。 
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番 号 ３―６―３ 

項 目 名 公正の確保と透明性の向上の推進 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ③町長交際費の公開 

担当部署 

 ●           
１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 

実施時期 
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

実施内容 

情報公開条例に基づいて実
施した。 

情報公開条例に基づいて実
施した。 

情報公開条例に基づいて実
施した。 
 
公開請求件数   ０件 

情報公開条例に基づいて実
施する。 
 

 

効果等 

交際費の透明性確保を図っ
た。 
 
 
 
 
 

交際費の透明性確保を図っ
た。 
 
 
 
 
 

交際費の透明性確保を図っ
た。 

交際費の透明性確保を図
る。 
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番 号 ３―６―３ 

項 目 名 公正の確保と透明性の向上の推進 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ④情報公開制度の充実（再掲） 

担当部署 

○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実施時期 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

実施内容 

 公正で透明性の高い行政運
営を確立するため、個人情報
の保護に留意しながら積極的
に情報公開を推進した。 
 年度内における実施状況は
以下のとおりであり、町広報
及び議会だよりにて公表し
た。 
・公開請求件数   ４件 
・公開決定等の件数 ４件 

（いずれも町長部局） 
・公開請求拒否件数 ０件 
・異議申立ての処理件数及び
決定状況     ０件 
 

 今年度も引き続き個人情報
の保護に留意しながら積極的
な情報公開を行う。 
より制度の充実を図るため
に町広報誌による制度の周知
を年度内に行う。 
 
（現在の状況） 
・公開請求件数   １１件 
・公開決定等の件数 １１件 
（町長部局１０件、農業委員
会１件） 
・公開請求拒否件数  ０件 
・異議申立ての処理件数及び
決定状況      １件 
 

 今年度も引き続き個人情報
の保護に留意しながら積極的
な情報公開を行った。 
制度の充実を図るために町
広報誌などによる制度の周知
を図った。 
 
（１９年度の状況） 
・ 公開請求件数 ３０件 
・ 公開決定数  ２５件 
・ 非公開     １件 
・ 不存在     ４件 
・ 公開拒否件数  ０件 
・ 異議申立ての処理件数及
び決定状況   ０件 

（町長部局２６件・農業委員
会１件・教育委員会３件） 
運用状況について広報「よし
か」６月号に掲載し公表する。 

請求件数が伸びつつあり、
今年度も引き続き個人情報の
保護に留意しながら積極的な
情報公開を行う。 
尚、より制度の充実を図る
ために町広報誌などによる制
度の周知を図る。 
 

 

効果等 

町政参画意識の高揚を図っ
た。 
 
 
 

町政参画意識の高揚と情報
提供機会の充実を図る。 

町政参画意識の高揚と情報
提供機会の充実を図った。 

町政参画意識の高揚と情報
提供機会の充実を図る。 
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番 号 ３―６―４ 

項 目 名 省資源・環境対策の検討 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ①低公害車導入の検討 

担当部署 

 ●           
１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 

実施時期 
○ ○ ○ ○ ○ 

実施内容 

 取り組み無し。  取り組み無し。 導入の予定が無いため取組
み無し。 

 環境対策に優れたハイブリ
ッド車は高額であり、現状の
財政状況下での導入は困難で
あることから、車両更新が必
要となった場合に、低燃費、
低排出ガスを条件に含めた車
両選定を行う。 

 

効果等 
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番 号 ３―６―４ 

項 目 名 省資源・環境対策の検討 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ②新エネルギービジョンの検討 

担当部署 

  ●          

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実施時期 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

実施内容 

 省エネルギービジョン策定
とともに、新エネルギーの検
討を行った。 
 

 温暖化をはじめ地球環境対
策に対しては、行政のみなら
ず住民、事業者による取り組
みも必要となっている。この
ため、過去に策定した計画等
を参考に、住民、事業者との
連携・支援体制の検討を行う
こととした。 
尚、平成１９年度において
は、独立行政法人：新エネル
ギー・産業技術総合開発機構
の交付金事業として、地域新
エネルギービジョン策定に係
る事業化フィージビリティス
タディ調査（事業化可能性調
査）を実施することとした。 
又、太陽光発電設備設置に
対する町単独補助金制度につ
いては、引き続き継続するこ
ととし、住民に対しての周知
を行った。平成１８年度交付
実績は１０件。 

平成１９年度においては、
独立行政法人：新エネルギ
ー・産業技術総合開発機構の
交付金事業として、地域新エ
ネルギービジョン策定に係る
事業化フィージビリティスタ
ディ調査（事業化可能性調査）
を実施した。 
又、太陽光発電設備設置に
対する町単独補助金制度につ
いては、引き続き継続し、 
８件３３６千円を交付した。 

本年度農山漁村活性化プロ
ジェクト支援交付金事業とし
て、六日市温泉ゆ・ら・らに
おいて、チップボイラーの設
置をする。又、太陽光発電設
備設置に対する町単独補助金
制度については、引き続き継
続することとし、１０件 
４５０千円を予算化した。 

 

効果等 

環境対策に対する意識高揚
が図られた。 
 

環境対策に対する意識高揚
と新エネルギー事業化に向け
た基盤整備の目途がついた。 

環境対策に対する意識高揚
と新エネルギー事業化に向け
た基盤整備の目途がついた。 

環境対策に対する意識高揚
と新エネルギー事業化に向け
た基盤整備を図る。 
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番 号 ３―６―４ 

項 目 名 省資源・環境対策の検討 

議

会 

総

務 

政
策
企
画 

町

民 

保
健
福
祉 

税

務 

地
籍
調
査 

出

納 

産

業 

建

設 

水

道 

教

育 

実施項目 ③ゴミ排出量の削減 

担当部署 

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

１７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 
実施時期 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

実施内容 

 不燃ごみ排出量の抑制を図
るため、指定袋の有料化を行
った。 

 今後策定予定の地球温暖化
対策実行計画の中でゴミの排
出量抑制の数値目標を定め全
庁で取り組む。 

 吉賀町地球温暖化対策実行
計画の中に、ごみ減量の項目
を設けて排出量削減に取り組
んだ。ただし、排出量の把握
が困難なため数値目標は立て
られなかった。 
［内容］ 
・用紙使用量の削減。 
・リサイクル可能な商品の購
入に努める。 
・物品の再利用や修理による
長期使用に努める。 
・使用済封筒の再利用。 
・トナーカートリッジのリサ
イクル。 
・古紙の分別と資源化。 
 

吉賀町地球温暖化対策実行
計画を引き続き推進する。 

 

効果等 

 年度内での効果は特に現れ
ていない。 
 
 
 
 
 

 省資源及び環境意識の高揚
を図る。又、数値目標の設定
によりゴミ排出量の抑制が期
待される。 

 省資源及び環境意識の高揚
を図ることにより、ゴミ排出
量の抑制が期待される。 

  

 


